
障害者雇用優良事業所等知事表彰要領

高知県子ども・福祉政策部 障害保健支援課

１ 趣 旨

障害者を積極的に多数雇用した事業所及び障害者の雇用の促進と職業の安定に著しく貢献した団

体又は個人に対し知事表彰を行い、その努力を称えるとともに、これを広く県民に周知し、障害者

の雇用の促進と職業の安定を図ることとする。

２ 表彰の対象

（１）次の区分に応じて、表彰基準に該当するもので、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

高知支部が高知県と協議のうえ知事に推薦したものから審査のうえ決定する。

ア 障害者雇用優良事業所

イ 障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した団体又は個人

（２）前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰を行わない。

ア 罰金以上の刑に処せられた者。ただし、道路交通法（昭和 35年法律第 105 号）又は自動車の保

管場所の確保等に関する法律（昭和 37年法律第 145 号）の規定に違反し、罰金の刑に処せられた

者及び刑の言渡しの効力が失われたものとされた者を除く。

イ 破産者で復権を得ないもの

ウ 法人その他の団体であって、その長又は代表者が前号のいずれかに該当するもの

エ 次のいずれかに該当すると認めるもの

（ア） 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36号。以下この号において「暴

排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は

暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。）

であるもの

（イ） 暴排条例第 18 条又は第 19 条の規定に違反した事実があるもの

（ウ） その役員等（法人にあっては業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認

められる者を含み、法人以外の団体にあってはその長、代表者、理事その他これらと同等の

責任を有する者をいい、個人にあってはその使用人（支配人、本店長、支店長その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者（事業所の業務を統括する

者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。）をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員等であるもの

（エ） 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの

（オ） 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているもの

（カ） 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

（キ） いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その

他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に

協力し、又は関与したもの

（ク） 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる

者であることを知りながら、これを利用したもの



（ケ） 自己又はその役員等が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、

又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したもの

（コ） 自己又はその役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している

もの

オ 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと知事が認めるもの

３ 表彰基準

（１）障害者雇用優良事業所

高知県内に事業の場又は活動の拠点を置くもののうち、障害者の雇用割合が高く、かつ、障害

者の雇用に関して積極的で、障害者の雇用が安定している事業所（国・地方公共団体を除く。）で、

その成果が特に顕著なもの、かつ、これまでに知事表彰を受けていないもののうち、次のいずれ

かに該当するもの。なお、労務管理にも万全を期し、自らの責任による労働災害を起こしていな

いこと、労働関係法令に違反したことがないこと等、優良事業所にふさわしい要件も併せて考慮

すること。

ア 当該事業所が本年６月１日現在において、障害者を３人以上雇用していること。

イ 当該事業所の属する企業が過去３年間において、障害者雇用率を達成していること。

（２）障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した団体又は個人

民間の団体又は個人であって、永年にわたり、障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献したも

ので、その成果が特に顕著なもの。

４ 表彰数

若干名とする。

５ 表彰の伝達式

表彰状は、この表彰の趣旨を考慮し、原則として、障害者雇用支援月間（９月）又は障害者週間

（12 月３日から 12 月９日まで）中に表彰式を開催し、その会場において伝達するものとする。

なお、厚生労働大臣賞、独立行政法人高齢・障害・求職者機構理事長賞の該当先があれば、同時

に表彰するものとする。

６ その他

推薦は別紙様式による。

附則

この要領は平成 20年 10 月１日から実施する。

附則

この要領は平成 24年８月 21 日から実施する。

附則

この要領は平成 30年８月 14 日から実施する。

附則

この要領は令和３年５月 28日から実施する。

附則

この要領は令和６年５月８日から実施する。


